
 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月定例月議会 

令和８年３月１９日 

産業建設常任委員会 

資 料 
 

 

関連議案 案件名 所管局・課 ページ 

議案第４１号 市道の路線の廃止及び認定について 建設監理課 ２ 

議案第３６号 
長浜市公共下水道事業の設置等に関する条例

の一部改正について 

下水道事業局 

下水道総務課 
１８ 

議案第３２号 
長浜市農業集落排水処理施設条例の一部改正

について 

下水道事業局 

下水道施設課 
１９ 
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所管委員会 産業建設常任委員会 

関係案件 議案第 41 号 

所管局・課 建設監理課 

 

市道の路線の廃止及び認定について 

 

１．案件の概要 

 ①県営住宅日之出団地内の路線              廃止１路線 

 ②(仮称)神田ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ建設に伴う県との相互移管   廃止１路線 

                             認定２路線 

③県道区域の変更による起点変更             廃止１路線 

                             認定１路線 

 

２．案件の説明 

①県営住宅日之出団地内の路線 

【廃止】 

整理番号 路線名 起点 終点 延長(m) 幅員(m) 

13608 
日の出東

西３号線 

長浜市新栄町字大和

田 611 番 9 地先 

長浜市新栄町字大和

田 611 番 9 地先 
34.95 3.0 

 

（理由） 

市道日の出東西３号線は、県営住宅日之出団地内に位置し、施設内の通路として使用さ

れている。 

県営住宅日之出団地は用途を廃止し、滋賀県において市道敷地も含め売却する予定であ

り、一般通行への支障がないことから廃止を行う。 
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整理番号：13608 

 

 

 

 

 

 

起点 

終点 

日の出東西３号線 

終点 

日の出東西３号線 

起点 

市立 南郷里小学校 

市立 南郷里小学校 
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整理番号：13608 

  
 

 

整理番号：13608 

路 線 名：日の出東西３号線 

幅  員：3.0ｍ 

延  長：34.95ｍ 

日の出東西３号線【終点】廃止 

日の出東西３号線【起点】廃止 

整理番号：13608 

路 線 名：日の出東西３号線 

幅  員：3.0ｍ 

延  長：34.95ｍ 市道南田附東加納線 

日
⎡
出
東
西
␼
号
線 

市道日の出南北１号線 
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②(仮称)神田ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ建設に伴う県との相互移管 

 【廃止】 

整理番号 路線名 起点 終点 延長(m) 幅員(m) 

11117 
布勢加田

線 

長浜市布勢町字椎山

1288 番 1 地先 

長浜市加田町字中喰 

町 3466 番地先 
2060.53 

6.4～ 

16.2 
  

【認定】 

整理番号 路線名 起点 終点 延長(m) 幅員(m) 

11117 
布勢加田

線 

長浜市布勢町字椎山

1288 番 1 地先 

長浜市加田町字宮ノ

前 6 番地先 
953.59 

10.2～ 

16.2 

12125 
加田東西

９号線 

長浜市加田町字鳥居

前 2465 番 5 地先 

長浜市加田町字南稲

葉 468 番 1 地先 
824.9 

6.4～ 

23.3 

 

（理由） 

 ・市道布勢加田線 

  国道８号と（仮称）神田スマートインターチェンジの接続性を確保する観点から、最

短ルートであり重要なアクセス道路となる市道布勢加田線の国道８号から（仮称）神田

スマートインターチェンジ（下り線）までの区間を県に移管する。移管後、道路の拡幅

を含む整備を県道事業として実施し、交通容量の増強および安全性の向上を図る。現行

の路線は全区間を廃止し、移管区間以外の道路については改めて市道として再認定を行

う。 

 ・市道加田東西９号線 

市道布勢加田線の一部を県に移管し、県道加田田村線の一部となることから、現県道加

田田村線の国道８号から県道伊部近江線までの区間を、市道として移管を受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5-



全体位置図 

(仮称)神田ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ建設に伴う県との相互移管 

 

 

 

 

 

神田ＰＡ 

加田東西９号線 

県から市に移管する区間 

神田まちづくり 

センター 
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整理番号：11117 

 

 

 

 

 

神田ＰＡ 

布勢加田線（廃止） 

神田まちづくり 

センター 
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整理番号：11117 

 
 
 

 

布勢加田線【終点】廃止 

布勢加田線【起点】廃止 

整理番号：11117 

路 線 名：布勢加田線 

幅  員：6.4～16.2ｍ 

延  長：2060.53ｍ 

整理番号：11117 

路 線 名：布勢加田線 

幅  員：6.4～16.2ｍ 

延  長：2060.53ｍ 

一般県道東上坂近江線 

布
勢
加
田
線 

布
勢
加
田
線 

国道８号 
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整理番号：11117 

 

 

 

 

 

神田ＰＡ 

布勢加田線（認定） 

神田まちづくり 

センター 
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整理番号：11117 

 
 
 

 

布勢加田線【終点】認定 

布勢加田線【起点】認定 

整理番号：11117 

路 線 名：布勢加田線 

幅  員：10.2～16.2ｍ 

延  長：953.59ｍ 

整理番号：11117 

路 線 名：布勢加田線 

幅  員：10.2～16.2ｍ 

延  長：953.59ｍ 

一般県道東上坂近江線 

布
勢
加
田
線 

布
勢
加
田
線 

市から県に移管する区間 

-10-



整理番号：12125 

 

 

 

 

 

 

神田まちづくり 

センター 

加田東西９号線（認定） 
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整理番号：12125 

  
 

 

加田東西９号線【終点】認定 

加田東西９号線【起点】認定 

整理番号：12125 

路 線 名：加田東西９号線 

幅  員：6.4～23.3ｍ 

延  長：824.9ｍ 

整理番号：12125 

路 線 名：加田東西９号線 

幅  員：6.4～23.3ｍ 

延  長：824.9ｍ 

一般県道伊部近江線 

加
田
東
西
⑂
号
線 

加
田
東
西
⑂
号
線 

国道８号 
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③県道区域の変更による起点変更 

 【廃止】 

整理番号 路線名 起点 終点 延長(m) 幅員(m) 

14125 
加田環状

１号線 

長浜市加田町字前田

６６番１地先 

長浜市加田町字焔庁

堂７８番地先 
164.44 

2.4～ 

3.8 
  

【認定】 

整理番号 路線名 起点 終点 延長(m) 幅員(m) 

14125 
加田環状

１号線 

長浜市加田町字前田

６９番４地先 

長浜市加田町字焔庁

堂７８番地先 
171.84 

2.4～ 

3.8 

 

（理由） 

・市道布勢加田線の県道移管に伴い、県道伊部近江線との交差点部の県道区域の見直しを

行ったことにより、市道加田環状１号線の起点の変更を行う。路線は一旦廃止を行い、起

点を変更し再認定を行う。 
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整理番号：14125 

 

 

 

 

 

 

起点 

終点 

加田環状１号線（廃止） 

終点 

加田環状１号線（廃止） 

起点 

市道布勢加田線 

神田ＰＡ 

神田まちづくりセンター 

市道布勢加田線 
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整理番号：14125 

  
 

 

加田環状１号線【終点】廃止 

加田環状１号線【起点】廃止 

整理番号：14125 

路 線 名：加田環状１号線 

幅  員：2.4～3.8ｍ 

延  長：164.44ｍ 

整理番号：14125 

路 線 名：加田環状１号線 

幅  員：2.4～3.8ｍ 

延  長：164.44ｍ 

一般県道伊部近江線 

加
田
環
状
␺
号
線 
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整理番号：14125 

 

 

 

 

 

 

起点 

終点 

加田環状１号線（認定） 

終点 

加田環状１号線（認定） 

起点 

市道布勢加田線 

神田ＰＡ 

神田まちづくりセンター 

市道布勢加田線 
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整理番号：14125 

  
 

 

加田環状１号線【終点】認定 

加田環状１号線【起点】認定 

整理番号：14125 

路 線 名：加田環状１号線 

幅  員：2.4～3.8ｍ 

延  長：171.84ｍ 

整理番号：14125 

路 線 名：加田環状１号線 

幅  員：2.4～3.8ｍ 

延  長：171.84ｍ 

加
田
環
状
␺
号
線 

一般県道伊部近江線 

加
田
環
状
␺
号
線 
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所管委員会 産業建設常任委員会 

関係案件 議案第 36 号 

所管局・課 
下水道事業局 

下水道総務課 

 

 

長浜市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

１．改正の趣旨・理由 

地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第 65 号）の施行により地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）が改正されたことに伴い、同法を引用する本市条例の条ず

れを整理するため、本市条例の一部を改正するものです。 

 

２．主な改正内容 

  改正箇所：第６条 

【改正前】地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２４３条の２の８第８項 

                  ↓ 

【改正後】地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２４３条の２の９第８項 

 

＜参考＞地方自治法第２４３条の２の９第８項 

議会の同意を要する職員の賠償責任の免除に関する規定 

 

３．施行期日 

  令和８年９月２４日 

 

４．新旧対照表 

新 旧 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第 34 条において準用する地

方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 243 条の２の９第８項の規定によ

り公共下水道事業の業務に従事する

職員の賠償責任の免除について議会

の同意を得なければならない場合は、

当該賠償責任に係る賠償額が 10 万円

以上である場合とする。 

 

第６条 法第 34 条において準用する地

方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 243 条の２の８第８項の規定によ

り公共下水道事業の業務に従事する

職員の賠償責任の免除について議会

の同意を得なければならない場合は、

当該賠償責任に係る賠償額が 10 万円

以上である場合とする。 
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所管委員会 産業建設常任委員会 

関係案件 議案第 32 号 

所管局・課 
下水道事業局 

下水道施設課 

 

 

長浜市農業集落排水処理施設条例の一部改正について 

 

１．改正の趣旨・理由 

  下水道事業の効率化とコスト削減を図り、将来にわたって持続可能なものとするた

め、令和５年度に策定した「第２次長浜市下水道ビジョン」に基づき、農業集落排水処

理施設の公共下水道への接続を順次進めています。 

本件の条例改正は、公共下水道への接続に伴い、西黒田南地区農業集落排水処理施設

の用途を廃止するものです。 

 

２．主な改正内容 

  用途廃止の対象となる農業集落排水処理施設について、施設の名称及び処理区域を

定める別表から削除します。 

 

３．施行期日 

  規則で定める日 

 

４．新旧対照表 

新 旧 

別表（第３条関係） 

名称 処理区域 

（略）  

鳥羽上地区農業集落

排水処理施設 

鳥羽上北町及び鳥羽

上南町の自治会の区

域内 

尾上地区農業集落排

水処理施設 

尾上及び東尾上の自

治会の区域内 

（略）  
 

別表（第３条関係） 

名称 処理区域 

（略）  

鳥羽上地区農業集落

排水処理施設 

鳥羽上北町及び鳥羽

上南町の自治会の区

域内 

西黒田南地区農業集

落排水処理施設 

布勢町の自治会の区

域内の一部並びに名

越町及び小一条町の

自治会の区域内 

尾上地区農業集落排

水処理施設 

尾上及び東尾上の自

治会の区域内 

（略）  
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